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問問い合わせ先　☎　電話番号最新の情報は市ホームページでご確認いただくか、問い合わせ先へご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント開催の可否、内容の変更などがある場合があります。

税
金
・
保
険
・
年
金

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

問
国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
３
７
１
２・３
７
２
７

●
８
月
１
日（
月
）か
ら
被
保
険
者

証
が
切
り
替
わ
り
ま
す

新
し
い
被
保
険
者
証
は
７
月
下
旬

ま
で
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

10
月
か
ら
の
窓
口
負
担
割
合
の
見

直
し
に
伴
い
、令
和
４
年
度
は
被
保

険
者
証
を
２
回
交
付
し
ま
す
。負
担

割
合
の
見
直
し
内
容
は
、市
ホ
ー
ム

ぺ
ー
ジ
で
確
認
で
き
ま
す
。

●
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き

ひ
と
月（
１
日
か
ら
月
末
ま
で
）の

医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
定
め
ら
れ

た
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、申
請
し
て

認
め
ら
れ
る
と
、そ
の
超
え
た
分
が
高

額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
医
療
機
関
窓
口
で
の
自
己
負
担

額
を
限
度
額
ま
で
と
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す

医
療
機
関
で
入
院
ま
た
は
外
来

時
に「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」ま
た
は「
限
度
額
適

用
認
定
証
」を
提
示
す
る
と
、個
人

単
位
で
一
医
療
機
関
で
の
自
己
負

担
額
が
限
度
額
ま
で
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、食
事
代
が
減
額
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。た
だ
し
、限
度
額
は

所
得
区
分
に
よ
り
異
な
る
た
め
、認

定
証
の
提
示
が
必
要
で
す
。

●「
限
度
額
適
用
・標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

の
交
付
申
請

申
請
場
所
国
民
健
康
保
険
課
窓
口

申
請
に
必
要
な
物

①
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

②
申
請
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る

も
の（
運
転
免
許
証
等
）

●
保
険
料
の
変
更

▼
保
険
料
の
賦
課
限
度
額

賦
課
限
度
額
（
保
険
料
の
上
限

額
）が
、令
和
４
年
度
か
ら
66
万
円

と
な
り
ま
す
。

▼
均
等
割
額
の
軽
減
割
合

世
帯
主
や
被
保
険
者
の
所
得
水

準
に
応
じ
て
保
険
料
の
均
等
割
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。

軽減割合 基準所得金額

7割 43万円を
超えない世帯

5割 43万円+（28万5千円
×被保険者数）以下

2割 43万円+（52万円×
被保険者数）以下

※
給
与
所
得
者
等
が
2
人
以
上
い

る
世
帯
に
つ
い
て
は
、基
礎
控
除
額

（
43
万
円
）に
、次
の
金
額
が
加
算
さ

れ
ま
す
。

（
給
与
所
得
者
等
の
数–

１
）×
10
万

円●
保
険
料
に
関
す
る
通
知
書
が
届

き
ま
す

▼
通
知
時
期

７
月
中
旬

▼
特
別
徴
収
の
人

年
金
支
給
の
際
に
、年
金
か
ら
保

険
料
が
天
引
き
さ
れ
ま
す
。申
し
込

み
に
よ
り
口
座
振
替
に
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
普
通
徴
収
の
人

「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
付

通
知
書
」で
納
期
内
に
指
定
さ
れ
た

金
融
機
関
で
納
め
ま
す
。口
座
振
替

で
納
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、

最
寄
り
の
金
融
機
関
で
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

※
普
通
徴
収
の
保
険
料
の
納
付
は

７
月
か
ら
で
す
。

国
保
税
賦
課
限
度
額
の
改
正

問
国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
３
７
１
７
～
３
７
２
５

国
民
健
康
保
険
税
は
、国
保
加

入
者
間
の
負
担
の
公
平
を
図
る
よ

う
税
率
等
を
決
定
し
て
い
ま
す
が
、

年
々
医
療
費
が
増
加
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、令
和
４
年
度
か
ら
国
保
税

の
医
療
分
お
よ
び
支
援
分
の
賦
課

限
度
額
を
変
更
し
、財
政
健
全
化
を

図
り
ま
す
。

【
賦
課
限
度
額
改
正
後
】

医
療
分
賦
課
限
度
額：
65
万
円

支
援
分
賦
課
限
度
額：
20
万
円

※
介
護
分
の
賦
課
限
度
額
に
変
更

は
あ
り
ま
せ
ん
。

未
就
学
児
に
係
る
均
等
割
額

の
軽
減

問
国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
３
７
１
７
～
３
７
２
５

令
和
４
年
度
か
ら
、未
就
学
児
の

均
等
割
額
が
２
分
の
１
減
額
さ
れ
ま

す
。ま
た
、所
得
に
応
じ
た
軽
減
措
置

（
７
・
５
・
２
割
軽
減
）適
用
世
帯
に
つ

い
て
は
、減
額
後
の
均
等
割
額
か
ら

さ
ら
に
２
分
の
１
減
額
に
な
り
ま
す
。

な
お
、該
当
す
る
世
帯
に
は
自
動

的
に
軽
減
が
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、

申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ

し

、所
得
に
応
じ
た
軽
減
措
置
所

得（
７
・
５
・
２
割
軽
減
）に
つ
い
て
は
、

申
告
を
し
て
い
な
い
場
合
は
、軽
減

の
適
用
は
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

対
象

６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
31
日
以
前
で
あ
る
被

保
険
者

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
申
請

期
限
が
変
更
に
な
り
ま
し
た

問
国
民
健
康
保
険
課

☎  

内
線
３
７
１
７
～
３
７
２
５

災
害
、倒
産
、病
気
療
養
ま
た
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
等
の
事
情
に
よ
り
国
保
税
を

納
め
る
の
が
困
難
な
と
き
は
、申
請

後
、所
定
の
審
査
を
経
て
減
免
の
可

否
が
決
定
さ
れ
ま
す
が
、令
和
４
年

度
は
申
請
期
限
、方
法
お
よ
び
対
象

が
変
更
に
な
り
ま
す
。

減
免
申
請
は
、納
税
通
知
書
が
届

い
て
か
ら
納
期
限
ま
で
に
原
則
郵
送

（
窓
口
も
可
）で
行
う
必
要
が
あ
り
、

減
免
が
受
け
ら
れ
る
国
保
税
は
未
納

の
税
額
に
限
ら
れ
ま
す
。納
期
限
を

過
ぎ
た
国
保
税
や
既
に
納
付
済
み

の
国
保
税
等
は
、減
免
の
対
象
外
に

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
電
話
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▲詳しくは
こちら

「
国
民
健
康
保
険
税
」お
よ
び

「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
」

第
1
期
納
期
限

問
国
民
健
康
保
険
課
徴
収
係

☎  

内
線
3
７
１
７
～
3
7
2
5

問
国
民
健
康
保
険
課
後
期
高
齢

者
医
療
係

☎  

内
線
3
７
１
２

令
和
4
年
度「
国
民
健
康
保
険
税
」

お
よ
び「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
」

第
1
期
納
期
限
は
8
月
1
日（
月
）で

す
。納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
電
話
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
の
徴
収
猶
予

問
国
民
健
康
保
険
課
徴
収
係

☎
内
線
３
７
１
８
～
３
７
２
１

問
国
民
健
康
保
険
課
後
期
高
齢

者
医
療
係

☎
内
線
３
７
１
２・３
７
２
７

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

な
ど
の
影
響
に
よ
り
、国
民
健
康
保

険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、法
令
等
に

基
づ
き
徴
収
の
猶
予
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
電
話
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

令
和
４
年
度
国
民
年
金
保
険

料
の
一
般
免
除
申
請
の
受
け
付

け
を
開
始
し
ま
す

問
市
民
課
国
民
年
金
係

☎
（
8
7
6
）1
2
8
4

令
和
4
年
度
の
保
険
料
は
月
額
１

万
6
5
9
0
円
で
す
。納
め
る
こ
と

が
難
し
い
と
き
は
、申
請
す
る
こ
と

で
保
険
料
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
納

付
が
免
除
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

過
去
の
免
除
申
請
時
に「
継
続
申

請
」を
希
望
さ
れ
て
い
る
と
、申
請

が
不
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
一
部
例
外
あ
り
）。

ご
自
身
の
納
付
状
況
等
の
確
認

は
、市
民
課
国
民
年
金
係
窓
口
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

申
請
受
付
期
間

令
和
４
年
度
国

民
年
金
保
険
料
の
一
般
免
除
申
請

は
、７
月
か
ら
受
け
付
け
開
始
し
ま

令
和
４
年
度
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
国
民

健
康
保
険
税・後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
の
減
免
申
請

問
国
民
健
康
保
険
課
資
格
賦
課
係

☎  

内
線
3
７
１
７
～
3
7
2
５

問
国
民
健
康
保
険
課
後
期
高
齢

者
医
療
係

☎  

内
線
3
７
1
２・３
７
２
７

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
流
行
に
伴
い
、次
の
要
件
に
該
当

す
る
人
は
、申
請
に
よ
り
国
民
健
康

保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

が
減
免
と
な
り
ま
す
。

●
対
象
者
１（
所
得
要
件
な
し
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
り
、主
た
る
生
計
維
持
者
が
死

亡
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た

世
帯
の
人

減
免
額

全
額
免
除

●
対
象
者
２（
所
得
要
件
あ
り
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、主
た
る
生
計
維
持

者
の
収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
る
世

帯
の
人
で
、次
の
①
～
③
の
全
て
に

該
当
す
る
人

①
事
業
収
入
や
給
与
収
入
な
ど
の

い
ず
れ
か
の
収
入
額
が
、令
和
３
年

に
比
べ
て
10
分
の
３
以
上
減
少
す

る
見
込
み
で
あ
る
こ
と

②
令
和
３
年
の
所
得
の
合
計
が
１

千
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

③
収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
る
種
類

の
所
得
以
外
の
令
和
３
年
の
所
得

の
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で

あ
る
こ
と

減
免
率

一
部
を
減
額

申
請
の
際
は
所
得
要
件
や
必
要

書
類
、申
請
期
限
が
あ
り
ま
す
。市

国
民
健
康
保
険
の
給
付
に
関

す
る
各
種
証
の
切
リ
替
え

問
国
民
健
康
保
険
課
給
付
係

☎  

内
線
３
７
１
４

現
在
お
持
ち
の「
限
度
額
適
用
認

定
証
」「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」「
特
定
疾
病
療
養
受

療
証
」の
有
効
期
限
は
７
月
31
日

（
日
）で
す
。有
効
期
限
が
過
ぎ
る
と

使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。8
月
1

日（
月
）以
降
も
、引
き
続
き
利
用
す

る
た
め
に
は
更
新
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。更
新
手
続
き
を
し
な
い
場

合
、医
療
機
関
で
の
支
払
い
が
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

①
対
象
者
の
国
民
健
康
保
険
証

②
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類（
運
転

免
許
証
等
）

③
世
帯
外
の
人
が
申
請
す
る
場
合

は
世
帯
主
直
筆
の
委
任
状
ま
た
は

対
象
者
の
障
害
者
手
帳
や
介
護
保

険
証（
原
本
）

④
過
去
12
か
月
の
入
院
数
が
90
日

を
超
え
る
と
き
は
そ
の
領
収
書（
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
の
み
）

⑤
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
を
新
規

で
申
請
す
る
場
合
は
医
師
の
意
見

書（
８
月
末
ま
で
に
更
新
手
続
が
出

来
な
い
場
合
、新
規
で
の
申
請
と
な

り
ま
す
。）

※
国
保
税
に
滞
納
が
あ
る
と
更
新

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。８
月

以
降
に
手
続
き
す
る
場
合
は
、国
保

税
の
納
付
済
み
領
収
書
、も
し
く
は

引
き
落
と
し
が
確
認
で
き
る
通
帳

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

す
。ま
た
、さ
か
の
ぼ
っ
て
2
年
1

か
月
前
ま
で
申
請
が
可
能
で
す
。令

和
４
年
７
月
に
申
請
可
能
な
の
は
、

令
和
２
年
６
月
分
ま
で
で
す
。

対
象

国
民
年
金
第
一
号
被
保
険

者（
学
生
お
よ
び
産
前
産
後
期
間
の

あ
る
人
は
別
制
度
あ
り
）

審
査
基
準

①
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
令
和

4
年
度（
令
和
3
年
1
月
1
日
か
ら

令
和
3
年
12
月
31
日
）の
所
得
が
一

定
額
以
下

②
災
害
・
失
業
・
事
業
の
廃
止
等
の

事
由

年
金
を
受
け
る
と
き

免
除
が
承

認
さ
れ
た
期
間
は
年
金
の
受
給
に

必
要
な
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。た
だ

し
、一
部
免
除
の
場
合
は
減
額
さ
れ

た
保
険
料
を
納
付
し
な
い
と
未
納

と
な
り
、年
金
の
受
給
に
必
要
な
期

間
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

台
風
対
策
は
し
っ
か
り
と

問
上
下
水
道
部
営
業
課

☎  （
8
7
7
）8
4
6
0

問
上
下
水
道
部
工
務
課

☎  （
8
7
7
）8
4
6
2

台
風
が
接
近
し
て
か
ら
対
策
を

行
う
の
は
非
常
に
危
険
で
す
。台
風

接
近
前
に
次
の
点
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

台
風
対
策
に
つ
い
て

①
高
架
タ
ン
ク
に
水
を
溜
め
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

②
高
架
タ
ン
ク
の
ふ
た
を
し
っ
か

り
閉
め
ま
し
ょ
う
。

水
の
使
用
に
つ
い
て

台
風
接
近
時
に
は
、万
一
の
断
水

に
備
え
て
各
自
で
飲
料
水
を
容
器

に
確
保
し
、ま
た
生
活
用
水（
ト
イ

レ
・
そ
の
他
）と
し
て
浴
槽
等
に
水

を
溜
め
て
確
保
し
て
く
だ
さ
い
。電

力
が
復
旧
し
て
も
水
が
出
な
い
と

き
は
、建
物
管
理
者（
管
理
不
動
産

会
社
等
）へ
連
絡
、確
認
す
る
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

▲詳しくは
こちら

「
緑
の
募
金
」の
報
告
と
お
礼

問
美
ら
ま
ち
推
進
課

☎  （
8
7
6
）1
2
4
3

令
和
４
年「
緑
の
募
金
運
動
」は

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
ご
協
力

の
も
と
に
実
施
さ
れ
、
1
2
4
万

6
0
5
7
円
の
募
金
が
集
ま
り
ま

し
た
。誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
募
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、公
益
社

団
法
人
沖
縄
県
緑
化
推
進
委
員
会

で
取
り
ま
と
め
ら
れ
、さ
ら
に
緑
化

の
国
際
協
力
等
の
事
業
を
推
進
す

る
た
め
に
活
用
さ
れ
ま
す
。今
後
と

も
、緑
の
募
金
運
動
へ
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。




